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郵政事業のユニバーサルサービス 
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郵政事業のユニバーサルサービス義務の現状について 

◇ 概 要 

■ 対象となる役務：①郵便の役務 
             ②簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務 
             ③簡易に利用できる生命保険の役務 
 
■ 上記の役務について、以下のような提供条件が課せられている。 
  ①利用者本位の簡便な方法     
  ②郵便局において一体的に 
  ③あまねく全国において公平に利用できるようにすること 

（注）なお、郵便貯金銀行及び郵便保険会社には、ユニバーサルサービス提供義務は、課されていない。 

■ 郵政事業のユニバーサルサービスの提供については、日本郵政（株）と日本郵便（株）の責務として法定されている。 

日本郵政（株）：日本郵便（株）の完全親会社として同社にユニバーサルサービスを提供させる義務 
日本郵便（株）：ユニバーサルサービスを提供する義務 

■ 日本郵政（株）：常時、日本郵便（株）の発行済株式の総数を保有 
 
■ 日本郵便（株）：総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用させることを旨として郵便局を設置 
   郵便局：日本郵便（株）の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務、保険窓口業務を行うもの 
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郵政事業のユニバーサルサービスについて① 

サ ー ビ ス の 範 囲 
対象 

サービス 

【郵便法に基づき提供される郵便サービス】 

○内国郵便 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）大きさ又は重さの制限を超える郵便物についても郵便約款に定めれば取扱い可能 

（注２） 郵便葉書の規格は約款で規定 
    通常葉書の場合 最大15.4㎝×10.7㎝、最小14㎝×9㎝、重さ2g以上6g以下 

○国際郵便（通常（書状２㎏以下、点字：７㎏以下等）、小包30㎏以下、EMS30㎏以下） 

○郵便物の特殊取扱（義務的特殊取扱） 

  書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、特別送達 

■ 日本郵便(株)に課された郵便のユニバーサルサービスの提供の責務を果たすため、郵便法、郵便法施行規則等により、

以下のユニバーサルサービスの提供が義務づけられている。 

大きさ（注１） 重さ（注１） 

最  大 最  小 

第一種郵便物
（書状等） 

長さ60㎝ 
長さ＋幅＋厚さ＝90㎝ 
 
 
 

①円筒形又はこれに似た形の
もの 
 長さ14㎝、直径等3㎝ 
②①以外 
 長さ14㎝、幅9㎝ 
上記より小さいものでも、6㎝×12
㎝以上の耐久力ある厚紙又は布
製のあて名札を付ければ可 
 
 

４㎏以下 

第二種郵便物
(郵便葉書) － 

第三種郵便物
(定期刊行物) １㎏以下 

第四種郵便物
（盲人用点字
等） 

１㎏以下 
但し、点字郵便物
等については３㎏
以下 

(1) 郵便のユニバーサルサービス（サービスの範囲） 

※ 荷物（いわゆる「ゆうパック」等）は、郵便法の規律の対象ではなく、宅配便事業等と同じ位置付けとされている。 
※ 特殊取扱のうち、速達、代金引換及び年賀特別郵便等は、郵便法上、ユニバーサルサービスの提供は義務づけられていない。 
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サ ー ビ ス 水 準 
引 受 【随時かつ簡易な差出し方法として、ポスト（郵便差出箱）の設置】 

＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条２項（郵便業務管理規程の認可基準） ＞ 

・日本郵政公社法施行時（15年4月1日）のポスト数を維持（約１8万本） 

・各市町村等内に満遍なく設置すること 

・公道上など常時利用できる場所又は駅、小売店舗などの施設内の公衆の目につきやすい場所に設置すること 

【郵便局の設置】＜日本郵便株式会社法第６条、施行規則第４条１項～３項＞ 

・日本郵便株式会社は、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置すること 

料 金 【全国均一料金でなるべく安い料金】＜郵便法第67条、施行規則第23条＞ 

・郵便料金の事前届出制（第３種、第４種郵便物の料金は認可制） 

・最軽量（25㌘以下）の場合については、８０円以下の料金 

配 達 
 

 

【週６日 原則１日１回の配達】 ＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条３項＞ 

・祝日及び１月２日を除き、月曜日から土曜日までの６日間において、一日に一回以上郵便物の配達を行うこと 

【（差し出された日から）原則３日以内に送達】＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条５項＞ 

・以下の地域からの差出しの場合を除き、３日以内に送達 

 ▶１日１回以上郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島（本州等との間を連絡する道路が整備されていない島に

限る）  ２週間以内 

 ▶上記以外の離島 ５日以内 

【全国あまねく戸別（あて所）配達】＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条３項＞ 

・通常の方法により配達できない交通困難地※あての場合等を除き、郵便物をそのあて所に配達すること 

 ※冬期の山小屋など、日本郵便株式会社が別に定める地域 

郵政事業のユニバーサルサービスについて② 

(1) 郵便のユニバーサルサービス（サービス水準） 



郵政事業のユニバーサルサービスについて③ 

         サービス 

かんぽ生命
保険を所属
保険会社とし
て行う保険
募集 

終身保険 普通終身保険(＊)、特別終身保険(＊) 

養老保険 
普通養老保険(＊)、特別養老保険(＊) 

特定養老保険、学資保険 

定期保険 普通定期保険 

年金保険 定期年金保険 

財形保険 財形住宅貯蓄保険 等 

災害特約 災害特約 

入院特約 無配当傷害入院特約 等 

かんぽ生命
保険の事務
の代行 

保険金等の支
払の請求の受
理に関する事
務の代行 

死亡保険金、年金、契約者配当 等 

満期保険金(＊)、生存保険金(＊) 

その他の事務
の代行 

保険料の収納、貸付金の請求に係る事
務 等 

かんぽ生命
保険以外の
保険会社を
所属保険会
社として行う
保険募集 

がん保険 がん保険 

医療保険 引受条件緩和型医療保険 

年金保険 変額年金保険 

法人（経営者）
向け生命保険 

平準定期保険 

逓増定期保険 

損害保険 自動車保険 等 

        サービス 

 
 
 
ゆうちょ銀行
の銀行代理
業として行う
もの 

流動性預
金の受入
れ 

通常貯金(＊) 

通常貯蓄貯金 

振替貯金 

定期性預
金の受入
れ 

定額貯金(＊) 

定期貯金(＊) 

自動積立貯金（定額・定期）、財形貯金
（一般、年金・住宅）、満期一括受取型
定期貯金、ニュー福祉定期貯金 

為替取引 為替(＊) 【普通為替、定額小為替】 

払込み(＊) 【通常払込み、電信払込等】 

振替(＊) 【電信振替、自動送金】 

払出し【通常現金払、電信現金払等】 

振込【他の金融機関口座への送金】 

ゆうちょ銀行
が提供する金
融商品の仲
介業 

国債の販売 

投資信託の販売 

【郵便局で提供される銀行サービス】 【郵便局で提供される保険サービス】 

○ 銀行・保険窓口業務として営むべき役務については、省令において、「取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総
務大臣が定めるものに係るものとする」と規定されており、総務省告示において、関連銀行※1がゆうちょ銀行、関連保険会社※2がかんぽ
生命である場合の役務を定めている。 

（＊）銀行窓口業務として営むべき役務 

(2) 金融のユニバーサルサービス 

※1：日本郵便㈱が銀行窓口業務契約を締結する銀行、※2：日本郵便㈱が保険窓口業務契約を締結する保険会社 

○ 日本郵便株式会社法において、金融のユニバーサルサービスの提供の責務を果たすために日本郵便㈱が営むべきものとして、「銀行窓
口業務」（銀行代理業）と「保険窓口業務」（生命保険に係る保険募集及び保険会社の事務の代行）を規定している。  

（＊）保険窓口業務として営むべき役務 
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郵政事業のユニバーサルサービス 
導入の経緯 



郵政改革に係る経緯 
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平成15年 4月 1日  郵政公社化実施 (郵便、貯金・為替・振替、保険の業務を行うために郵便局をあまねく全国に設置する

ことを義務づけ）          

平成17年10月14日 郵政民営化関連6法成立 

平成19年10月 1日 郵政民営化実施（郵便事業のユニバーサルサービスの提供の義務づけ） 

平成21年10月20日 「郵政改革の基本方針」を閣議決定 
・ 郵便、郵便貯金、簡易生命保険の基本的なサービスを全国あまねく公平にかつ利用者本位の簡便な方法により、

郵便局で一体的に利用できるようにする 

・ 現在の持株会社・４分社化体制を見直し、経営形態を再編成する  等 

平成22年 4月30日 郵政改革関連法案閣議決定、第174回国会(常会)に提出（第174回国会で廃案） 

平成22年10月13日 郵政改革関連法案を第176回国会(臨時会)に提出（～第179回国会で継続審議） 

平成24年 3月28日 郵政民営化法の見直しについて、三党合意成立(郵政三事業のユニバーサルサービスの提供 

          の義務づけ) 

平成24年 3月30日 郵政改革関連法案の撤回を閣議決定 衆議院本会議で了承(第180回国会(常会)) 

         郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(案)を衆議院に提出(議員立法) 

平成24年 4月27日 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(案)が国会で可決 

平成24年 5月 8日  公布 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律（法律第30号） 

平成24年10月 1日 郵便局会社と郵便事業会社の統合、郵便局における金融のユニバーサルサービス提供

義務や公益性及び地域性の発揮について法施行 
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郵便局における金融のユニバーサルサービスの提供の経緯 
貯金・為替・振替 保険 

昭和22年12月1日～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 旧郵便貯金法等において、ユニバーサルサービス
の提供を規定 

旧簡易生命保険法において、ユニバーサルサービ
スの提供の規定なし 

 平成15年4月1日 
 （日本郵政公社発

足）～ 

    
   旧日本郵政公社法第20条において、日本郵政公社が、貯金・為替・振替、保険の業務を行うために郵

便局をあまねく全国に設置することを規定。 

平成19年10月1日 
（郵政民営化）～ 
 
 

・郵便貯金法、郵便為替法及び郵便振替法の廃止
に伴い、ユニバーサルサービスを提供する規定が
なくなる。 
・郵便局は、ゆうちょ銀行の銀行代理業務を地域住
民の利便の増進に関する業務（旧郵便局株式会社
法第4条第2項第2号）として実施。 

 
 
 
郵便局は、かんぽ生命の保険募集及び事務の代行
を地域住民の利便の増進に関する業務（旧郵便局
株式会社法第4条第2項第2号）として実施。 

平成24年10月1日
（改正郵政民営化法
等施行）～ 

①銀行窓口業務 
  郵便局におけるユニバーサルサービスの提供の

責務を日本郵便株式会社法に規定 
②銀行窓口業務以外の業務 
  地域住民の利便の増進に関する業務（日本郵便
株式会社法第4条第2項第3号）として実施。 

①保険窓口業務 
   郵便局におけるユニバーサルサービスの提供の

責務を日本郵便株式会社法に規定 
②保険窓口業務以外の業務 
  地域住民の利便の増進に関する業務（日本郵便
株式会社法第4条第2項第3号）として実施。 

◆旧郵便貯金法（昭和二十二年法律第百四十四号） 
第一条（この法律の目的） この法律は、郵便貯金を簡易で確
実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによって、
国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目
的とする。 

（注）郵便為替法及び郵便振替法においても同様の規定あり。 

◆旧簡易生命保険法（昭和二十四年法律第六十八号） 
第一条（この法律の目的） この法律は、国民に簡易に利用でき
る生命保険を、確実な経営により、なるべく安い保険料で提供
し、もって国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進する
ことを目的とする。 

（旧郵便貯金法、旧郵便為替法及び旧郵便振替法に規定） 
（S22.12.1施行）  （S23..7.16施行）  （S23.7..16施行） 



日本郵政の再編成 

 

 
 【従来の郵政民営化法】 

 

政府 

日本郵政 
【特殊会社】 

1/3超の保有義務 
※残余は、 
 早期処分努力義務(※) 

完全処分義務 
※29年9月末期限 

【一
般
会
社
】 

郵
便
保
険
会
社 

【一
般
会
社
】 

郵
便
貯
金
銀
行 

【特
殊
会
社
】 

郵
便
局
会
社 

【特
殊
会
社
】 

郵
便
事
業
会
社 

100％ 
保有義務 

×金融ユニバーサルサービス義務なし 

【改正後の郵政民営化法】 
 

政府 

 100％保有義務 

日本郵政 
【特殊会社】 

1/3超の保有義務 
※残余は、 
  早期処分義務(※) 

 

その全部を処分することを目指し、両社
の経営状況、郵政事業に係る基本的な
役務の確保の責務への影響等を勘案し
つつ、できる限り早期に、処分 

 
 

【特
殊
会
社
】 

日
本
郵
便
会
社 

（郵
便
会
社
＋
郵
便
局
会
社
）  

 

 
 

 
 

【一
般
会
社
】 

郵
便
保
険
会
社 

【一
般
会
社
】 

郵
便
貯
金
銀
行 

○金融ユニバーサルサービス義務あり 

※従来の日本郵政株式会社法附則第三条 
  政府は、その保有する会社の株式（略）については、できる限り早期に処分 
  するよう努めるものとする。 

※改正後の日本郵政株式会社法附則第三条 
  政府は、その保有する会社の株式（略）については、できる限り早期に処分 
  するものとする。 10 



 

 従来の郵政民営化法 改正後の郵政民営化法 

経営形態 

【5 社体制】 
郵便事業 
郵便局 
郵便貯金銀行 
郵便保険会社 

【4 社体制】 

日本郵便（郵便事業＋郵便局） 
郵便貯金銀行 
郵便保険会社 

ユニバ ・郵便のみ ・郵便、貯金・保険の基本的サービス 

（公益性及び地域性の発揮） 

株式保有 

・政府→日本郵政：1/3 超保有義務 
（残余は早期処分努力義務） 

・政府→日本郵政：1/3 超保有義務 
（残余は早期処分義務） 

・日本郵政→郵便事業及び郵便局：全株保有義務 ・日本郵政→日本郵便：全株保有義務 

・日本郵政→貯金・保険：10 年間で全株処分義務 ・日本郵政→貯金・保険：全部を処分することを目指し、 
金融２社の経営状況、郵政事業に係る基本 
的な役務の確保への影響等を勘案しつつ、 
できる限り早期に、処分するものとする。 

金
融
２
社
の
上
乗
せ
規
制 

新規業務 

・認可制（民営化委員会の意見聴取） ・当初は認可制（民営化委員会の意見聴取） 
・金融２社の株式 1/2 以上処分後は届出制 
（配慮義務＋民営化委員会への通知＋監督上の命令）（※） 

限度額 ・政令で規定 ・政令で規定 

規制解除 
・金融２社株式の全株処分又は内閣総理大臣及び 
総務大臣決定により解除 

・金融２社株式の全株処分又は内閣総理大臣及び総務大 
臣決定により解除 

合併会社の 
任意業務 
規制 

・郵便事業：認可制 

・郵 便 局：届出制 

（配慮義務＋民営化委員会への通知等） 

・日本郵便：届出制 

（配慮義務＋民営化委員会への通知等）(※) 

※ 他の金融機関等（日本郵便については同業他社）との適正な競争関係への配慮義務を課し、届出があった場合の郵政民営化委員会への通知（必 
要に応じ、関係各大臣への意見）を義務付けるとともに、監督上の命令の対象とする。 

日本郵政 日本郵政 

「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」による改正前後の郵政民営化法の概要 
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郵便局における金融のユニバーサルサービスの新設 

○ 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律（平成24年法律第30号）により、郵便局における金融のユニバーサル
サービスの提供の責務を日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社が有する旨の規定が法定された。 

○ また、新たに「銀行窓口業務」及び「保険窓口業務」が法定され、これらと郵便窓口業務を一体で行うものとしての郵
便局をあまねく全国において利用させることを旨として設置する義務が課された。 

○ これは、郵便局で一体的に、郵便及び金融のサービスを提供することにより、地域の利便性の向上につなげること
としたもの。   

簡易な貯蓄、送金及び債
権債務の決済の役務 

簡易に利用できる生命保
険の役務 

銀行窓口業務 

郵便の役務 

郵便窓口業務 保険窓口業務 

郵便局において提供されるユニバーサルサービス 

金融のユニバーサルサービスを新たに義務付け 
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郵便局で提供されている金融サービス 

13 

平成25年10月１日現在 

銀行サービス 保険サービス 

ゆうちょ銀行 その他の銀行 かんぽ生命保険 その他の保険会社 

銀行窓口業務
及び保険窓口
業務 
（ユニバーサル
サービス） 

①流動性預金
の受入れ 

 
②定期性預金
の受入れ 

 
③為替取引 
 
 

・通常貯金 
 
 
・定額貯金 
・定期貯金 
 
・為替 
・払込み 
・振替 

（未提供） 
 
 
 
 
 

①生命保険の募集 
 
 
 
②生命保険会社の
事務の代行 

・終身保険 
・養老保険 
 
 
・満期保険金及び生存   
 保険金の支払の請求  
 の受理 

（未提供） 
 
 

地域住民の利
便の増進に資
する業務 

①流動性預金
の受入れ 

 
②定期性預金
の受入れ 

 
 
 
 
 
③為替取引 
 
④金融商品 
  仲介業 

・通常貯蓄貯金 
・振替貯金 
 
・自動積立貯金 
  財形貯金 
・満期一括受取型   
 定期貯金 
・ニュー福祉定期 
 貯金 
 
・払出し 
 
・国債の販売 
・投資信託の販売 

（未提供） ①保険の募集 
 
 
 
 
 
 
 
②保険会社の事務
の代行 

 

・特定養老保険 
・学資保険 
・普通定期保険 
・定期年金保険 
・財形保険 
・災害特約 
・入院特約 
 
・死亡保険金、年金、 
 契約者配当等の支払 
 の請求の受理 
・保険料の収納 
・貸付金の請求に係る 
  事務  

・がん保険 
・医療保険 
・変額年金保険 
・法人（経営者）向け  
 生命保険 
・自動車保険 
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日本郵政グループにおける他社商品の取扱いについて 

商品の種類 引受保険会社 取扱局数 

がん保険 アフラック（アメリカンファミリー生命）   1,500局 

医療保険 住友生命   1,000局 

変額年金保険 
メットライフアリコ生命 

  1,079局 
三井住友海上プライマリー生命 

法人（経営者）向け 
生命保険 

アイエヌジー生命、メットライフアリコ生命、住友生命、東京海上日動あんしん生命、日本生
命、三井住友海上あいおい生命、明治安田生命 

   165局 

自動車保険 
（６社の共同保険） 

あいおいニッセイ同和損害保険、富士火災海上保険、損害保険ジャパン、東京海上日動火
災保険、日本興亜損害保険、三井住友海上火災保険 

  1,495局 

平成25年10月１日現在 郵便局 

ゆうちょ銀行 

かんぽ生命保険 

商品の種類 引受保険会社 取扱店舗数 

法人（経営者）向け 
生命保険 

アイエヌジー生命、アクサ生命、メットライフアリコ生命、住友生命、東京海上日動あんしん
生命、日本生命、三井住友海上あいおい生命、明治安田生命 

全店舗（79） 

商品の種類 取扱銀行／引受保険会社／投資運用会社 取扱店舗数 

住宅ローン スルガ銀行 82店舗 

フリーローン、カードローン スルガ銀行 全店舗（233） 

変額年金保険 三井住友海上プライマリー生命、メットライフアリコ生命 全店舗（233） 

投資信託 東京海上アセットマネジメント、三菱ＵＦＪ投信、日興アセットマネジメント、マニュライフ・イン
ベストメンツ・ジャパン 等 

全店舗（233） 
郵便局（1,316局）※ 

※ゆうちょ銀行が日本郵便（郵便局）に販売を委託。 
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H15年度末 H16年度末 H17年度末 H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末 H23年度末 H24年度末 

漁協 

預金取扱金融機関及び郵便局の店舗数の推移 

（注１）平成１５年度末の店舗数を１００として、その推移を指数化したもの。 

（注２）平成２１年度以降の漁協及び平成２４年度以降の農協の店舗数は公表されていない。 

農協 
第二地銀 

信組 

信託 

地銀 

郵便局 

○ 平成15年度末と比べると、郵便局以外の預金取扱金融機関の店舗数は、減少している。 

平成15年度末時点
の店舗数（実数） 

郵便局  ：24,122 
都銀   ： 2,608 
地銀   ： 7,536 
第二地銀： 3,597 
信託   ：  299 
信金   ：  8,059 
信組   ： 1,955 
農協   ：12,875 
漁協   ：   577 

平成24年度末時点
の店舗数（実数） 

郵便局  ： 24,215 
都銀   ： 2,525 
地銀   ： 7,529 
第二地銀： 3,062 
信託   ：  283 
信金   ： 7,504 
信組   ： 1,723 
農協   ： 未公表 
漁協   ： 非公表  

信金 

都銀 
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郵便局以外に民間金融機関がない町村（２４町村） 

北海道神恵内村 
（1,013人） 

かもえないむら 

北海道赤井川村 
（1,172人） 

あかいがわむら 

青森県佐井村 
（2,432人） 

  さいむら 

長野県泰阜村 
（1,803人） 

やすおかむら 

山梨県道志村 
（1,905人） 

  どうしむら 

山梨県早川町 
（1,219人） 

 はやかわちょう 

群馬県上野村 
（1,377人） 

  うえのむら 

長野県平谷村 
（509人） 

 ひらやむら 

東京都青ヶ島村 
（171人） 

  あおがしまむら 

東京都御蔵島村 
（304人） 

  みくらじまむら 愛知県豊根村 
（1,330人） 

 とよねむら 

東京都利島村 
（306人） 

  としまむら 

奈良県野迫川村 
（520人） 

   のせがわむら 

奈良県上北山村 
（649人） 

 かみきたやまむら 

岡山県西粟倉村 
（1,556人） 

にしあわくらそん 

岡山県新庄村 
（1,008人） 

 しんじょうそん 

京都府笠置町 
（1,667人） 

 かさぎちょう 

熊本県五木村 
（1,308人） 

 いつきむら 

沖縄県竹富町 
（3,924人） 

 たけとみちょう 

沖縄県座間味村 
（1,679人） 

 ざまみそん 

鹿児島県大和村 
（1,679人） 

  やまとそん 

鹿児島県十島村 
（592人） 

  としまむら 

鹿児島県三島村 
（344人） 

  みしまむら 

長野県売木村 

（ ）内は人口数（平成24年3月31日現在） 

 うるぎむら 

 （656人） 

16 



郵便局数の推移 

H16.3末 H17.3末 H18.3末 H19.3末 H19.10.1 
(民営化時) 

H20.3末 H21.3末 H22.3末 H23.3末 H24.3末 H24.10.1 

（会社統合時） 
H25.3末 H25.5末 

計 24,715 
(▲37) 

24,678 
(▲37) 

24,631 
(▲47) 

24,574 
(▲57) 24,540 24,540 

(▲34) 
24,539 
(▲1) 

24,531 
(▲8) 

24,529 
(▲2) 

24,514 
(▲15) 24,537 24,525 

(11) 
24,526 
(12) 

直営郵便局 20,245 
(▲6) 

20,231 
(▲14) 

20,221 
(▲10) 

20,218 
(▲3) 20,241 20,243 

(25) 
20,246 

(3) 
20,236 
(▲10) 

20,233 
(▲3) 

20,217 
(▲16) 20,240 

20,227 
(10) 

20,226 
(9) 

簡易郵便局 4,470 
(▲31) 

4,447 
(▲23) 

4,410 
(▲37)  

4,356 
(▲54) 4,299 4,297 

(▲59) 
4,293 
(▲4) 

4,295 
(2) 

4,296 
(1) 

4,297 
(1) 4,297 4,298 

(1) 
4,300 
(3) 

うち一時 
閉鎖局 109 

(38) 
162 
(53) 

222 
(60) 

307 
(85) 417 438 

(131) 
354 

(▲84) 
242 

(▲112) 
255 

(13) 
228 

(▲27) 240 232 
(4) 

238 
(10) 

○ 郵便局の合計数は、公社時代は減少し、民営化後は大きな変化なく推移 
     直営局：20,241(民営化時) → 20,217(H24.3末)[▲24]、 簡易局：4,299(民営化時) → 4,297(H24.3末)[▲2] 

○ 簡易郵便局の一時閉鎖は、民営化法成立の前から急増し（※）、民営化後も引き続き増加したが、  
       平成20年5月をピークに減少傾向 （ただし、H23.3末は、東日本大震災の影響により微増、大震災の影響を除くと引き続き減少傾向） 

     ※ 民営化を節目として、高齢化、業務・機器の複雑化等により、かねてから運営に不安を感じていた受託者が契約解除をしたことに加え、農協支所等の統廃合による契約 
       解除が、同時期に多くあったことが要因として挙げられる。 

【 郵 便 局 数 の 推 移 】 （単位 ： 局。下段 ( ) 書きは、対前年度増減数） 

１ 上記局数には、直営郵便局については分室及び一時閉鎖局を、簡易郵便局数については一時閉鎖局を含む。 
２ 一時閉鎖局とは、その受託者の都合等により５日間以上閉鎖している郵便局をいう。 
  H23.3末 直営局の一時閉鎖137局（うち震災の影響129局）、簡易局の一時閉鎖255局（うち震災の影響61局）。 

○ H25.5末現在 計24,526局 
  直営局：20,226局(うち一時閉鎖61局(うち震災の影響47局)) 簡易局：4,300局(うち一時閉鎖238局(うち震災の影響19局)) 
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